
協議２－１ 

洲本市コミュニティバス等運行委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．業務概要 

（１）業務名    洲本市コミュニティバス等運行委託業務 

 （２）発注者    洲本市 

（３）業務の内容  別紙１「洲本市コミュニティバス等運行委託業務仕様書」 

（４）業務期間   契約の日から平成２７年９月３０日まで 

（運行開始日は、平成２４年４月１日予定） 

 （５）備考     運行委託期間は３年６ヶ月間を予定していますが、委託契約は

年度ごとに締結します。契約を更新する際は、当該年度までの

実績も考慮した上で協議を行います。 

 

２．参加資格 

企画提案に参加できる者には、次に掲げるすべての事項を満たすことを求めます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２

項各号の規定に該当しないこと。 

（２）公募開始から契約締結までの間において、国土交通大臣から道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）第４０条に定める事業用自動車の使用の停止若しくは事

業の停止処分又は同法第７９条の１２に定める業務の全部若しくは一部の停止

処分の措置を受けていないこと。 

（３）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更正手続開始の申立

て、又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続

開始の申立てがなされていない者であること。（会社更生法の規定に基づく再

生手続開始の申立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てが

なされた者であって、更正計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が

確定した者を除く。） 

 

３．事業者に求める条件 

事業者には、次に掲げるすべての条件を満たすことを求めます。 

（１）道路運送法第３条第１号に定める一般乗合旅客自動車運送事業、若しくは一般

乗合旅客自動車運送事業の許可等に関する審査基準（改正平成２２年８月３０日）

を運行開始日までに満たすことができる事業者、又は同法第７８条に定める自家

用有償旅客運送事業を受託できる事業者。 
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（２）運行開始日までに、当該路線についての国土交通省の許可・運賃認可・標柱の

設置等を完了し、運行開始日から問題なく運行を開始できる事業者。 

 

４．手続き等 

本公募型プロポーザルの参加手続きは、以下の通りとします。 

（１）担当部署（提出・問い合わせ先） 

洲本市企画情報部企画課政策係（担当：西原、田中） 

〒６５６－８６８６ 洲本市本町三丁目４番１０号 

TEL：0799-22-3321（内線）1222、1223  FAX：0799-23-2340 

ｅ-mail：kenji_nishihara@city.sumoto.hyogo.jp 

（執務時間：土、日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 （２）資料配付及び閲覧 

平成２３年９月８日（木）～平成２３年９月２８日（水） 

（執務時間：土、日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

資料配付を希望する事業者の方は、必ず受領印（認印可）と名刺を持参して

下さい。 

（３）質問の受付及び回答 

提出期限：平成２３年９月１４日（水）正午まで 

（執務時間：土、日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

提出場所：上記（１）に同じ 

提出方法：別添「質問書」により、ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。 

回 答 日：平成２３年９月２１日（水） 

回答方法：ＦＡＸ又は電子メールにて回答 

（４）企画提案書等の提出 

提出期限：平成２３年９月２８日（水）午後５時１５分まで（必着） 

（執務時間：土、日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

提出部数：原本１部、副本１０部（Ａ４サイズに統一のこと） 

提出場所：上記（１）に同じ 

提出方法：持参又は郵送によること。 

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明でき 

るよう措置を講じて下さい。 

また、提出書類は返却しませんので、あらかじめご了承願います。 
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５．提出書類 

提出する書類は、次に掲げるものとします。 

なお、提出にあたっては、別紙２「企画提案書作成要領」に基づき、作成して下さい。 

（１）企画提案書   原本１部、副本１０部 

 （２）その他の書類  同上 

 

６．事業者の選定手順 

事業者の選定手順は、以下の通りとします。 

（１）第１次審査（書類審査） 

提出された企画提案書を下記「７．本公募型プロポーザルの審査基準」に基づ

いて審査し、高い評価を得た事業者を選定します。 

実施日：平成２３年９月下旬～１０月上旬予定 

（２）第２次審査（プレゼンテーションによる審査） 

特に必要な場合は、企画提案についてのプレゼンテーションを実施します。 

実施日：平成２３年９月下旬～１０月上旬予定 

（３）審査結果の通知 

審査結果を書面により通知します。 

なお、書面とは別に電話又はメールでも通知します。 

 

７．本公募型プロポーザルの審査基準 

本公募型プロポーザルは、以下の審査基準に基づき審査します。 

（１）選考委員 若干名 

（２）選考方法 選考委員会（以下「委員会」と言います。）において、各委員の評

価を踏まえ、総合的に判断し、最優秀提案業者１社を候補者として選考します。 

なお、応募事業者が１社で、委員会において、その事業者の総合評価が低かっ

た場合は、該当者なしとします。 

 （３）審査項目 

別紙２「企画提案書作成要領」中の「２．企画提案書について（１）」と「３．そ

の他の書類について」に基づき提出された企画提案書一式を審査します。 

（４）選考結果 選考結果については、文書で通知します。 

なお、選考の過程は非公開とし、選考結果の疑義については受け付けません。 

 

８．参加報奨金 

参加報奨金は支払いません。提案に係る費用については、本公募型プロポーザル参

加者の負担でお願いします。 
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９．契約手続き 

審査会で事業者を選定した後、速やかに当該事業者と協議し、改めて見積書の提出

を求め、その結果を踏まえ、仮契約を締結します。 

ただし、本公募型プロポーザルは、平成２４年度予算の成立を前提に年度開始前準

備行為として行うものです。そのため、予算が成立しなかった場合には、本公募型プ

ロポーザルに係る契約を締結することはできません。 

  また、この場合においても、本公募型プロポーザルに要した費用について、洲本市

に請求することはできず、本公募型プロポーザル参加者の負担となることをあらかじ

めご了承下さい。 

 

10．失格事由 

次に掲げる事由に該当するときは、本件に係る契約を締結する資格を失うものとし

ます。 

（１）定められた期限内に必要書類が提出されなかったとき、又は辞退の申し出があ

ったとき。 

（２）不正もしくは虚偽の記載が判明したとき。 

（３）審査員への接触や他の参加者への謀議などにより、審査に影響をおよぼす恐れ

のある不正もしくは悪質な行為を行ったとき。 

 

11．その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効にするとともに、指名停

止措置を行うことがあります。 

（３）提出書類は返却しません。 

（４）提出書類は提出者に無断で使用しません。 

（５）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、本公募型プロポーザル参加者の

負担とします。 

 

以上。 
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別紙１ 

洲本市コミュニティバス等運行委託業務仕様書 

 

 

１．委託業務名 

洲本市コミュニティバス等運行委託業務 

 

２．業務目的 

現在、市南部の上灘地区から由良地区にかけては、兵庫県道７６号洲本灘賀集

線上を淡路交通株式会社が路線バス「上灘線（来川～由良保育所前）：参考資料１

参照」を運行していますが、平成２４年３月末をもって路線退出を希望する申出

書が兵庫県生活交通対策地域協議会へ提出されています。 

この地域は、路線バス以外に交通手段がなく、移動に支障をきたす住民も多く、

また、地域の高齢化率も非常に高いため、淡路交通株式会社が路線退出した後、

代替交通手段を確保する必要があります。このため、当該地域における最適な代

替交通手段の提供が可能な事業者を選定し、当該運行業務を委託しようとするも

のです。 

 

３．委託期間 

平成２４年４月１日から平成２７年９月３０日まで（３年６ヶ月間）。 

委託期間は３年６ヶ月間を予定していますが、契約は年度ごとに締結します。 

ただし、初年度の委託期間は平成２４年４月１日から同年９月３０日までとし、

その後については、同年１０月１日から翌年９月末までを１会計年度（以降も同

様）とします。 

なお、契約を更新する際は、当該年度までの実績も考慮した上で協議を行います。 

 

４．受託者の決定及び契約方法 

洲本市が行う本公募型プロポーザルにより受託者を決定後、仮契約を締結します。

そして、平成２４年度予算が成立した後、本契約を締結します。 

 

５．委託業務内容 

次の業務を委託します。 

内容は、別紙２「企画提案書作成要領」中の「２．企画提案書について（１）」に

記載する「①企画提案書１ 運行業務・管理業務・運営業務・その他について」に一

覧形式で記載しています。 

なお、現時点で想定している内容は次の通りですが、受託者選定後、洲本市地

域公共交通会議での意見も参考にしながら、協議の上、決定します。 

（１）運行業務 

  ア １日の運行便数は、最低でも３往復便以上とすること。 

  イ 運行ルートは、次のいずれかとすること。 

   ①「来川」から「由良保育所前」までの間を運行する 

   ②「来川」から「由良保育所前」を経由して「洲本ＢＣ」まで運行する 
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ただし、「由良保育所前」から「洲本ＢＣ」の間は、途中乗降車禁止です。 

なお、「来川」及び「由良保育所前」は、現在の停留所付近を想定しており、

「洲本ＢＣ」は、現有施設をさしています。 

（最終的な停留所の設置場所は、関係者間の協議により決定します。） 

ウ 運行形態は、次のいずれかの方法によるものとすること。 

①道路運送法第４条の許可に基づく一般旅客自動車運送事業の路線定期運行 

②道路運送法第７９条の届出に基づく自家用有償旅客運送事業の路線定期運行 

エ 運行期間は、平成２４年４月１日から平成２７年９月３０日までとすること。 

オ 運転手は、事業者の責任において確保すること。 

カ 使用する車両は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）で定める次

のいずれかを確保すること。 

    ①中型自動車（乗車定員１１人以上２９人以下） 

②普通自動車（乗車定員１０人以下） 

なお、原則として事業者が車両を確保するものとしますが、洲本市での車両

購入を前提とする提案も可とします。 

キ 事業者の負担により、車両の前後左右に行き先を表示するシール等を貼付す

ること。 

   ク １回の乗車にかかる運賃を次の区分ごとに設定すること。 

    ①「来川」から「由良保育所前」までの間 

②「来川」から「由良保育所前」を経由して「洲本ＢＣ」までの間 

    ③「由良保育所」から「洲本ＢＣ」までの間（ただし、「洲本ＢＣ」まで運行す

る場合） 

なお、小児運賃は、大人運賃の半額とし、１０円未満の端数は、１０円単位に

切り上げることとします。また、運賃は、受託者の収入とします。 

   ケ その他の業務は、次の通りとする。 

①運行ダイヤの決定 

②停留所の設置に係る業務 

③車両内の表示に係る業務 

④関係機関との協議 

（２）管理業務 

ア 委託業務に関する責任者を置くこと。 

イ 連絡体制を整備し、緊急時及び平常時の連絡、情報伝達が円滑に対応できる

ようにすること。 

ウ 道路運送法第２３条に規定する運行管理者を選任すること。 

エ 道路運送車両法第５０条に規定する整備管理者を選任すること。 

オ 停留所の管理を徹底し、破損等があった場合、速やかに対応するとともに、

委託者へ報告すること。 

カ 運賃収入及び利用者数の状況について、日々日報を作成し、各四半期終了後

の翌月１０日までに報告すること。 

キ 防犯、防災に関する情報を入手した場合や緊急事態が発生した場合は、速や

かに対応し、委託者との連携を図ること。 
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（３）運営業務 

ア 運行ルートやダイヤの他、受託事業に係る問い合わせには、誠意をもって対

応すること。 

イ 洲本市コミュニティバス等の利用促進を図るために、委託者や地域住民と協

議しながら、創意工夫に努めること。 

ウ 運転手の研修を定期的に実施し、サービスの向上に努め、利用促進を図るこ

と。 

   エ 他の交通機関のダイヤ変更に常に気を配り、その変更に合わせて乗継調整等

を行うこと。 

オ 道路事情の変化に常に気を配り、路線変更を余儀なくされたときには、適正

に対応できるようにすること。 

カ 不測の事態により、第三者に対し損害を与えたときには、適正に対応できる

ようにすること。 

キ その他、コミュニティバス等の運行にあたって起こるであろう諸問題に対し、

解決できるようにすること。 

 

 ６．その他の企画提案内容 

   上記「５．委託業務内容」に加え、提案いただきたい内容は、別紙２「企画提

案書作成要領」中の「２．企画提案書について（１）」に記載している次の通りです。 

（１）企画提案書２       運行形態・運行区間について 
 （２）企画提案書３       使用する車両の特徴等について 
（３）企画提案書４       提供するサービスについて 
（４）企画提案書４（補足資料） 他路線との円滑な接続の可否について 
（５）企画提案書５       １便あたりの運行費用の積算について 
（６）企画提案書６       １便あたりの運行費用・運賃・停留所数について 

 

７．１便あたりの運行費用の積算に関する事項 

   事業者は、平成２４年４月１日から平成２７年９月３０日まで運行する際の年

度ごとの１便あたりの運行費用の積算を上記「６．その他の企画提案内容」の「（５）

企画提案書５ １便あたりの運行費用の積算について」に記載して下さい。 
（年度区分として、初年度は平成２４年４月１日から同年９月３０日まで、以降、

同年１０月１日から翌年９月３０日までを１年度とします。） 

対象となる経費は、以下の項目を参考にして下さい。なお、過去５年間の実車走行

キロ、輸送人員、平均乗車密度等については、「参考資料２：上灘線の運行実績（平成

１８年度～平成２２年度）」に示す数値を参考にして下さい。 
（１）運行費用は、人件費、燃料油脂費、車両修繕費、車両減価償却費（又は車両リ

ース料）、点検費、自動車税、自動車任意保険料等を対象とし、消費税及び地方消

費税相当額も含むものとする。 

（２）上記（１）の他、運行に必要な業務（運賃の徴収管理、乗降客の安全確保、ダ

イヤ管理、車内アナウンス）、緊急時の対応（予備車の確保）、委託期間中の運行

に係る備品の保管、管理に係る業務に要する費用も含むものとする。 
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８．委託料に関する事項 

委託料は、運行欠損額（運行費用－運賃）を基本額としますが、協議の上、限度額

を設定する場合があります。 

なお、受託者決定後、特段の事情（燃料油脂費等の高騰等）がない限り、上記「７．

１便あたりの運行費用の積算に関する事項」で提示された運行費用の増額は、基本

的に認めませんのでご注意下さい。 

 

 ９．その他の留意事項 

   平成１８年９月１５日付（改定平成２１年１２月１８日付）国自旅第１６１号「地

域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」に定める「コミュニ

ティバスの導入に関するガイドライン」では、新たにコミュニティバスを導入する

際、提案される路線、区域、運行時刻等が既設の路線バス（本事案では、淡路交通

株式会社が運行する「由良線」）と実質的に競合することのないよう留意すべきとさ

れているため、提案にあたっては、このことに十分留意して下さい。 

 

10．事故処理に関する事項 

（１）受託者は、対人、対物、搭乗者及び車両の事故について、一切の責任を負い、

誠意をもって一切の処理を行うこと。 

（２）受託者は、保険請求に必要な書類等を用意し、保険の請求に必要な手続きの一

切を行うこと。 

（３）事故発生時における連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にすること。 

（４）事故が発生した場合は、速やかに委託者へ報告すること。 

（５）事故の発生等、委託事業遂行に障害が発生した場合には、関係機関への連絡や

代替車両の手配等、速やかな対応を行うこと。 

 

11．業務に必要な届出書類 

業務着手時に、以下の書類を提出して下さい。 

・着手届 

・工程表 

 

12．業務履行の確認 

業務完了時に、以下の書類を提出し、委託者の完了検査を受けて下さい。 

・完了届（当該期間中の実績等を記す書類一式を含む） 

 

以上。 
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別紙２ 

 

企画提案書作成要領 

 

 

１．提出を求める書類 

（１）企画提案書 

 （２）その他の書類 

 

２．企画提案書について 

 （１）企画提案書の内容は、次の通りです。 

    ①企画提案書１       運行業務・管理業務・運営業務・その他について 

    ②企画提案書２       運行形態・運行区間について 

    ③企画提案書３       使用する車両の特徴等について 

    ④企画提案書４       提供するサービスについて 

    ⑤企画提案書４（補足資料） 他路線との円滑な接続の可否について 

⑥企画提案書５       １便あたりの運行費用の積算について 

⑦企画提案書６       １便あたりの運行費用・運賃・停留所数について 

（２）企画提案書の形式等は、次の通りです。 

①企画提案書の用紙サイズは、日本工業規格（ＪＩＳ）によるＡ４判（以下、用紙

サイズはＪＩＳ規格による）とします（Ａ３判による折込頁の挿入は可）。 

    ②企画提案書は、上記（１）の①から⑦を含め、２０頁以内（図、表、ポンチ絵等

も含む。両面印刷は不可）でまとめ、簡潔明瞭に記載するとともに、各頁の下部

余白に頁番号を付し、ワープロ等で清書のうえ、Ａ４判縦長ファイル綴じ又は左

端ホッチキス留めにて提出して下さい。 

    ③図示・着色は自由とします。色数の制限もありません。 

    ④企画提案書には表紙（上記②の頁数には含めない）を付すものとし、表紙には、

表題として、「洲本市コミュニティバス等運行委託業務企画提案書」の文字、及び

提案者名（会社名）を記入して下さい。 

    ⑤目次（上記②の頁数には含めない）は、必要に応じて適宜、付して下さい。 

 

３．その他の書類について 

   次の各書類は、それぞれ必要最小限の頁数でまとめ、企画提案書と一緒にＡ４判ファ

イルに綴じ込んで下さい（ただし、上記２（２）②の頁数には含めないで下さい）。 

    ①会社概要（会社の規模、業務状況等の概要が分かる書類） 

    ②運行事業に関する御社の実績（直近３年分）が分かる書類 

    ③財務諸表（貸借対照表（Ｂ／Ｓ）、損益計算書（Ｐ／Ｌ）、キャッシュ・フロー 

計算書（Ｃ／Ｓ））（直近３年分） 

    ④当該運行委託業務を行う上での推進体制（会社としての体制） 

    ⑤主要担当者の経歴（運転歴、運転免許種別等が分かる書類。複数人がいる場合は、 

     各自の分を提示） 

 

以上。 
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質  問  書 
 
 

洲 本 市 長  様 
 

         会  社  名：                 
         担当者職・氏名：                 
         電 話 番 号：                 
         Ｆ Ａ Ｘ 番 号：                 
         メールアドレス：                 

 
 
「洲本市コミュニティバス等運行委託業務」の企画提案に関し、次のことを質問します。 

 
（   枚目／全   枚） 

No 質問内容 
実施要領又は

仕様書等（頁） 
備考 

１    

２    

３    

４    

 
 ※ 用紙が足りない場合は、この用紙をコピーしてご利用下さい。 
※ 各社からのご質問に対する回答は、一括して全プロポーザル参加者に通知します。 
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上灘線（来川～由良保育所前）路線図 
 

 

参考資料１ 

※ 淡路交通公式サイトより抜粋・加工 



上灘線の運行実績 （平成１８年度～平成２２年度）

運 行 系 統
実車走行キロ

（km）
輸送人員（人） 平均乗車密度 運送収入（円）

路線名 系 統 年 度 運行事業者 起点 経由地 終点 系統キロ程 対象キロ程 回数

上灘線の一部
17－73
17－74

Ｈ１８

淡路交通（株） 由良保育所前 中津川 来川 13.4 13.4
1.5
1.5

14,673.0 1,525 1.0 678,097

1,235,132

14,673.0 1,529 0.8 557,035

Ｈ１９

14,612.6 1,552 1.0 692,612

1,209,164

14,612.6 1,782 0.8 516,552

Ｈ２０

14,713.2 1,511 1.0 652,321

1,100,815

14,713.2 1,591 0.7 448,494

Ｈ２１

14,673.0 1,730 1.1 706,228

1,148,189

14,673.0 1,509 0.7 441,961

Ｈ２２

14,234.6 1,664 1.1 699,771

1,186,681

14,234.6 1,521 0.7 486,910

参考資料２


	実績（各路線）

